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日
本
原
電
は
、
東

海
第
二
原
発
を
再
稼 

働
さ
せ
る
と
今
年
２
月

22

日
、
正
式
に
茨
城
県
・
東
海
村

に
表
明
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

東
海
第
二
原
発
周
辺

30
キ
ロ

圏
内
に
は

94
万
人
が
暮
ら

し
、
避
難
計
画
づ
く
り
は
一
部

の
自
治
体
で
し
か
進
ん
で
い
ま

せ
ん
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
原
発
で 

死
に
た
く
な
い
」 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

日
本
原
電
の
「
東
海
第
二
原

発
の
状
況
説
明
会
」
が
５
月

14
日
ひ
た
ち
な
か
市
で
お
こ

な
わ
れ
、
安
全
対
策
の
内
容
な

ど
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
「
こ
れ
ほ
ど
費

用
を
か
け
て
再
稼
働
す
る
正

当
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
」「
使

用
済
み
核
燃
料
の
処
理
も
決

ま
っ
て
い
な
い
」
「
原
発
で
死

に
た
く
な
い
」
な
ど
、
予
定
時 

              

    

間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
、
た
く
さ

ん
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

山
形
議
員
は
、
こ
う
し
た

市
民
の
声
を
、
市
は
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
る
か
質
問
し

ま
し
た
。 

 

市
民
生
活
部
長
は
「
原
電

は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
住
民
の

意
見
に
対
応
し
て
い
く
の
か
確

認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と

答
弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再
稼
働
さ
せ
な
い

こ
と
が
過
酷
事
故

を
ふ
せ
ぐ
保
障 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

山
形
議
員
は
「
安
全
対
策

工
事
は
再
稼
働
に
直
結
す
る

も
の
で
は
な
い
と
原
電
は
言
っ

て
い
る
。
幸
い
に
し
て
ま
だ
本

格
工
事
も
進
め
ら
れ
て
い
な

い
。
首
長
懇
談
会
で
は
、
安
全

対
策
の
進
捗
状
況
を
見
守
っ

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

が
、
本
体
工
事
に
至
っ
て
い
な 

              

    

い
こ
の
時
期
に
、
キ
ッ
パ
リ
と

東
海
第
二
原
発
の
再
稼
働
は

認
め
ら
れ
な
い
と
、
日
本
原
電

に
伝
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
」

と
市
長
に
質
問
し
ま
し
た
。 

 

大
谷
市
長
は
「
現
時
点
で

再
稼
働
の
可
否
に
つ
い
て
判

断
す
る
段
階
で
は
な
い
。
６
市

村
で
の
協
議
を
通
じ
て
適
正

な
対
応
を
図
っ
て
い
く
」
と
答

弁
。 

 

山
形
議
員
は
「
で
は
ど
の

段
階
で
判
断
を
し
、
原
電
に
伝

え
る
の
か
」と
質
問
し
ま
し
た
。 

 

大
谷
市
長
は
「
現
時
点
で

把
握
で
き
て
い
な
い
課
題
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
様
々
な
議

論
と
情
報
を
集
め
て
い
る
段

階
だ
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
大
谷
市
長
は
、

「
東
海
第
二
原
発
の
再
稼
働
問

題
は
市
民
の
安
全
と
生
活
を

最
優
先
に
極
め
て
慎
重
に
判

断
す
べ
き
で
あ
り
、
市
民
の
安

全
が
確
保
さ
れ
な
い
限
り
再

稼
働
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考

え
を
表
明
し
て
い
ま
す
。 

 

「
ど
ん
な
に
安
全
対
策
を
講

じ
て
も
事
故
の
可
能
性
は
ゼ

ロ
で
は
な
い
」
と
規
制
庁
は
言

い
ま
す
。
な
ら
ば
「
原
発
は
再

稼
働
さ
せ
な
い
」
と
い
う
選
択

こ
そ
が
、
過
酷
事
故
を
起
こ
さ

せ
な
い
選
択
で
あ
り
、
市
民
の

安
全
を
確
保
す
る
保
障
で
す
。

首
長
の
発
言
が
重
要
性
を
増

し
て
い
ま
す
。 

 

     

安
倍
政
権
は
、
今
年

10
月

か
ら
消
費
税
を

10
％
に
す
る

計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

２
０
１
４
年
の
消
費
税

８
％
へ
の
増
税
を
契
機
に
、
家

計
消
費
は
世
帯
当
た
り
年

25

万
円
も
落
ち
込
み
、
働
く
人
の

実
質
賃
金
は
年

10
万
円
以
上

も
落
ち
込
ん
だ
状
態
で
す
。
こ

う
し
た
な
か
で
、
消
費
税
が

10
％
に
な
れ
ば
、
ひ
た
ち
な

か
市
の
地
域
経
済
、
市
民
生
活

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。 

 

消
費
税
は
低
所
得
者
ほ
ど

負
担
が
重
い
税
金
で
す
。 

     

「
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
」
が

10
月
１
日
か
ら
始
ま

り
ま
す
が
、
保
育
の
質
を
確
保

し
つ
つ
待
機
児
童
や
保
育
士

不
足
の
問
題
を
解
決
で
き
る

の
か
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

保
育
の
質
・
子
ど

も
の
安
全
を
最
優

先
に 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

10
月
か
ら
、
幼
稚
園
や
認

可
保
育
所
の
３
才
児
以
上
の

保
育
料
、
０
才
児
か
ら
２
才
児

ク
ラ
ス
の
非
課
税
世
帯
の
保

育
料
が
無
料
に
な
る
ほ
か
、
保

育
士
の
配
置
数
な
ど
が
国
の

基
準
に
満
た
な
い
認
可
外
保

育
施
設
等
の
利
用
者
も
補
助 

     

山
形
議
員
は
、
ひ
た
ち
な

か
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
立

場
か
ら
、
消
費
税
増
税
を
中
止

す
べ
き
と
国
に
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
市
長
に
問
い
ま
し

た
。 ―

―
―
―
―
―
―
―
― 

市
民
の
く
ら
し
は

ど
う
な
る 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

大
谷
市
長
は
、
本
市
で
も

社
会
保
障
関
連
経
費
の
増
加

に
よ
る
厳
し
い
財
政
状
況
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
消
費

税
の
引
き
上
げ
は
安
定
的
な

財
源
確
保
と
な
り
、
予
定
通
り

の
引
き
上
げ
が
必
要
だ
と
答 

    

の
対
象
に
な
り
ま
す
。 

 

宇
田
議
員
は
、
認
可
外
保

育
施
設
で
の
保
育
の
質
や
子

ど
も
の
安
全
を
ど
う
保
障
す
る

の
か
、
質
問
し
ま
し
た
。 

 

福
祉
部
長
は
「
無
償
化
の

対
象
と
す
る
際
は
、
『
認
可
外

保
育
施
設
指
導
監
督
基
準
』
を

満
た
し
た
運
営
を
求
め
て
い
き

た
い
」
「
引
き
続
き
児
童
の
安

全
管
理
を
最
優
先
に
、
認
可
外

保
育
施
設
の
指
導
に
努
め
て

い
く
」
と
、
答
弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
認
可
施
設
の
充
実

を
図
る
」
と
約
束 
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
認
可
外
保

育
施
設
に
公
費
を
投
入
す
る 

    

弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

消
費
税
に
頼
ら
な

い
別
の
み
ち
を 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

財
政
が
大
変
だ
と
い
う
な

ら
、
国
は
消
費
税
増
税
で
庶
民

を
苦
し
め
る
の
で
は
な
く
、
大

企
業
や
富
裕
層
に
応
分
の
負

担
を
求
め
る
べ
き
で
す
。
さ
ら

に
戦
闘
機
の
爆
買
い
等
を
止

め
れ
ば
、
社
会
保
障
や
子
育
て

支
援
、
教
育
の
充
実
の
た
め
の

財
源
は
確
保
で
き
ま
す
。 

 

市
長
は
市
民
の
暮
ら
し
を

一
番
に
考
え
、
国
に
消
費
税
増

税
中
止
を
求
め
る
べ
き
で
す
。 

    

こ
と
に
な
っ
て
も
、
保
育
の
受

け
皿
は
認
可
施
設
の
整
備
に

よ
っ
て
す
す
め
る
と
い
う
市
の

考
え
に
変
わ
り
は
な
い
か
、
と

質
問
し
ま
し
た
。 

 

福
祉
部
長
は
「
保
育
を
必

要
と
す
る
保
護
者
が
、
子
ど
も

を
預
け
安
心
し
て
働
け
る
よ

う
、
認
可
保
育
所
の
充
実
を
図

っ
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し
ま

し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

給
食
は
公
費
負
担
で 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

保
育
所
の
３
歳
以
上
児
の

給
食
の
副
食
材
費
（
お
か
ず

代
・
お
や
つ
代
）
が
、
新
た
に

保
護
者
負
担
に
な
り
ま
す
。

（
国
基
準
は
月
４
５
０
０
円
） 

                   

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

  

宇
田
議
員
は
「
給
食
は
保

育
の
一
環
」
と
位
置
付
け
ら

れ
、
給
食
と
保
育
は
切
り
離
せ

な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
副

食
材
費
を
保
育
料
か
ら
切
り

離
し
保
護
者
負
担
と
す
る
こ

と
は
公
的
保
育
の
後
退
だ
、
と

市
の
考
え
を
質
し
ま
し
た
。 

 

福
祉
部
長
は
「
食
費
に
つ

い
て
は
、
在
宅
で
子
育
て
す
る

場
合
で
も
生
じ
る
費
用
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
保
護
者
が
負
担

す
る
こ
と
が
原
則
」
と
、
答
弁

し
ま
し
た
。 

＊
今
回
の
「
無
償
化
」
は
、
子

育
て
世
代
に
最
も
厳
し
い
消

費
税
増
税
が
財
源
で
あ
り
問

題
で
す
。
就
学
前
の
子
ど
も
に

か
け
る
公
費
は
、
先
進
国
の
中

で
日
本
は
最
低
で
あ
り
、
本
来

な
ら
国
の
責
任
で
も
っ
と
充
実

す
べ
き
で
す
。 

東
海
第
二
原
発
の 

再
稼
働
ス
ト
ッ
プ
を
求
め
る 

消
費
税
増
税
は
弱
い
も
の
い
じ
め 

地
域
経
済
を
ダ
メ
に
す
る 

「
無
償
化
」
で
保
育
の
公
的
責
任
を 

後
退
さ
せ
な
い
た
め
に 

一般質問 
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子
ど
も
を
一
人
の
人
間
と

し
て
尊
重
し
、
発
達
の
権
利
を

保
障
し
た
「
子
ど
も
の
権
利
条

約
」
に
よ
り
、
国
・
自
治
体
に

は
す
べ
て
の
子
ど
も
の
「
最
善

の
利
益
」
に
基
づ
く
施
策
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
学
童
を
居
心
地

の
良
い
居
場
所
に

す
る
」
と
答
弁 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
条
約
31
条

「
子
ど
も
の
休
息
・
余
暇
、
遊

び
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
文

化
・
芸
術
の
権
利
は
子
ど
も
に

と
っ
て
不
可
決
で
あ
る
」
と
の

観
点
か
ら
、
公
設
学
童
ク
ラ
ブ

の
さ
ら
な
る
充
実
を
求
め
ま
し 

た
。 

     

「
教
育
機
会
確
保
法
」
（
２

０
１
６
年
制
定
）
で
は
、
全
て

の
子
ど
も
た
ち
が
安
心
で
き
る

学
校
環
境
の
整
備
、
不
登
校
の

子
ど
も
た
ち
へ
の
個
別
の
支
援

や
学
習
機
会
の
保
障
、
休
息
の

必
要
性
等
が
明
文
化
さ
れ
ま

し
た
。 

 

本
市
の
教
育
に
ど
う
生
か

す
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
安
心
で
き
る
学

校
環
境
を
め
ざ

す
」
と
教
育
長 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 
 

宇
田
議
員
は
「
全
て
の
児 

     

教
育
次
長
は
「
学
童
ク
ラ

ブ
は
居
心
地
の
良
い
居
場
所

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
必
要
」
「
一
人
一
人
が
自
主

的
に
の
び
の
び
と
過
ご
し
、
発

達
に
応
じ
た
基
本
的
な
生
活

習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
支

援
が
大
切
」
と
述
べ
、
課
題
と

し
て
「
障
害
の
あ
る
児
童
に
対

す
る
理
解
な
ど
、
子
ど
も
の
多

様
性
に
適
切
に
対
応
で
き
る

体
制
を
整
え
る
こ
と
」
「
学
校

や
保
護
者
と
さ
ら
な
る
緊
密

な
連
携
が
必
要
」
と
答
弁
し
ま

し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

夏
休
み
に
豊
か
な

体
験
を 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
夏
休
み
は 

    

童
生
徒
が
豊
か
な
学
校
生
活

を
送
り
安
心
し
て
教
育
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
法

律
の
文
言
を
ど
う
受
け
止
め

る
か
、
質
問
し
ま
し
た
。 

 

教
育
長
は
「
本
法
律
に
あ

る
通
り
そ
の
環
境
の
整
備
に

邁
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
「
そ
の
た
め
に
、
す
べ

て
の
児
童
生
徒
が
活
躍
し
、
互

い
が
認
め
合
え
る
場
面
を
実

現
す
る
絆
づ
く
り
と
、
学
級
や

学
校
を
ど
の
児
童
生
徒
に
も

落
ち
着
け
る
場
所
に
し
て
い
く

居
場
所
づ
く
り
を
目
指
す
」
と 

    

連
日
長
時
間
の
保
育
に
な
る

こ
と
か
ら
、
保
育
の
充
実
は
こ

と
さ
ら
重
要
だ
と
、
質
問
し
ま

し
た
。 

 

教
育
次
長
は
「
夏
休
み
は

普
段
で
き
な
い
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
た
り
、
じ
っ
く
り
と
取

り
組
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
機
会
」
「
有
意
義
で
楽
し
い

夏
休
み
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
学

童
ク
ラ
ブ
の
運
営
の
充
実
に

努
め
て
い
く
」
と
答
弁
し
ま
し

た
。 

＊
今
後
は
、
対
象
学
年
を
６
年

生
ま
で
に
す
る
こ
と
、
責
任
に

見
合
っ
た
指
導
員
の
処
遇
改

善
が
必
要 

で
す
。 

     

答
弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

早
い
段
階
か
ら
個

別
の
支
援
が
必
要 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
不
登
校
の
子

に
対
す
る
個
別
の
配
慮
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。 

 

教
育
長
は
「
一
人
一
人
の
実

態
に
応
じ
、
特
に
発
達
障
害
な

ど
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
し
て

は
、
適
切
な
配
慮
や
支
援
を
早

い
段
階
か
ら
お
こ
な
う
必
要
が

あ
る
」
「
教
育
委
員
会
は
支
援

機
関
と
学
校
と
を
つ
な
ぎ
適
切

な
支
援
に
努
め
て
い
る
」
と
答 

     

自
動
車
が
朝
の
出
勤
時
に

交
通
渋
滞
を
避
け
る
た
め
、
迂

回
路
と
し
て
利
用
さ
れ
危
険

だ
と
指
摘
さ
れ
る
通
学
路
が

あ
り
ま
す
。 

 

高
野
小
学
区
、
市
道
足
崎
・

長
砂
地
区

17
号
線
の
通
学
路

は
、
登
校
の
時
間
帯
に
子
ど
も

達
の
通
行
は
２
６
０
人
、
車
は 

    

高
齢
化
に
伴
い
、
耳
が
聞
こ

え
に
く
く
な
っ
て
仕
事
や
社
会

生
活
に
不
自
由
を
き
た
す
難
聴

者
が
増
え
て
い
ま
す
。
補
聴
器

を
使
っ
て
い
る
割
合
は
日
本
で

で
は
約

14
％
に
対
し
、
イ
ギ

リ
ス
で
は

48
％
、
フ
ラ
ン
ス 

    

弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

不
登
校
で
も
「
学
び

の
機
会
の
充
実
に

努
め
る
」
と
教
育
長 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
不
登
校
の
子

に
対
す
る
学
習
機
会
の
保
障

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。 

 

教
育
長
は
「
一
人
一
人
の
状

況
に
応
じ
て
、
学
校
や
教
育
支

援
セ
ン
タ
ー
で
ど
の
よ
う
な
学

習
が
提
供
で
き
る
か
本
人
と
相

談
し
た
り
、
保
護
者
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い

る
」
「
放
課
後
の
登
校
や
別
室 

 

   

10
分
間
に
28
台
で
し
た
。 

 

山
形
議
員
は
、
車
両
の
通
行

規
制
を
求
め
る
声
が
多
く
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
箇
所
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

市
の
取
り
組
み
を
伺
い
ま
し

た
。 

 

教
育
次
長
は
「
通
行
規
制
に

至
る
に
は
時
間
が
か
か
り
、
警 

   

で
は

41
％
と
、
補
聴
器
購
入

に
対
す
る
補
助
制
度
が
あ
り
利

用
率
が
高
い
状
況
で
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

認
知
症
は
難
聴
が

最
大
の
危
険
因
子

と
認
知
症
学
会 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

登
校
に
よ
る
対
応
、
担
任
な
ど

が
家
庭
訪
問
を
し
た
り
、
心
理

学
専
攻
の
大
学
生
が
心
の
サ

ポ
ー
タ
ー
と
し
て
個
々
に
寄
り

添
っ
た
学
習
の
支
援
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。 

 

今
後
は
教
育
支
援
セ
ン
タ

ー
や
各
学
校
の
環
境
整
備
を

進
め
、
民
間
施
設
と
の
連
携
も

図
り
な
が
ら
学
び
の
機
会
の
充

実
に
努
め
て
い
き
た
い
」
と
答

弁
し
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
い
ち
ょ
う
広
場
」

を
居
場
所
に 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

宇
田
議
員
は
、
「
い
ち
ょ
う

広
場
」
が
不
登
校
の
子
に
と
っ

て
安
心
で
き
る
居
場
所
と
な
る 

察
署
に
は
速
度
制
限
を
要
望

し
た
」
と
答
弁
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

「
通
行
規
制
」 

の
願
い
が
実
現 

―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

前
述
の
通
学
路
に
つ
い
て

は
、
そ
の
後
の
取
り
組
み
で
、

ひ
た
ち
な
か
市
警
察
署
や
近
隣

住
民
の
協
力
も
あ
っ
て
、
近
く

通
学
時
間
帯
に
通
行
規
制
が

お
こ
な
わ
れ 

る
予
定
と
な 

り
ま
し
た
。 

    

補
聴
器
の
普
及
は
、
高
齢
に

な
っ
て
も
生
活
の
質
を
落
と
さ

ず
、
心
身
と
も
す
こ
や
か
に
、

そ
し
て
認
知
症
の
予
防
、
ひ
い

て
は
健
康
寿
命
の
延
伸
、
医
療

費
の
抑
制
に
も
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
ま
す
。 

 

山
形
議
員
は
、
加
齢
性

難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
に

対
す
る
助
成
を
求
め
ま
し

た
。 

 

福
祉
部
長
は
、
国
の
施

策
と
し
て
進
め
る
べ
き
も
の

だ
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 

山
形
議
員
は
、
高
齢
化

の
な
か
で
難
聴
は
身
近
な

問
題
と
な
っ
て
お
り
実
態

把
握
な
ど
を
求
め
ま
し
た
。 

 

こ
と
が
必
要
だ
と
、
質
問
し
ま

し
た
。 

 

教
育
長
は
「
不
登
校
児
童
生

徒
へ
の
支
援
の
中
核
と
な
り
、

心
か
ら
安
心
で
き
る
居
心
地
の

良
い
場
所
と
な
る
よ
う
に
努
め

て
い
く
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

                                          

                         

学
童
ク
ラ
ブ
で
子
ど
も
た
ち
に 

豊
か
な
遊
び
と
生
活
を 

す
べ
て
の
子
ど
も
に
学
習
権
の
保
障
と
居
場
所
を 子

ど
も
達
の 

通
学
路
の
安
全
確
保
を 

高
齢
者
の
補
聴
器
購
入
支
援
を
求
め
る 

集会施設やスポーツ
施設の使用料、値上げ

 
日本共産党市議団は、議案に反対 

 
 消費税10％増税に伴い、市は10月1日から

課税対象となる31の施設の使用料・手数料等

を５％近く値上げします。今回値上げされる

のは、最も市民に身近な生涯学習や生涯スポ

ーツ、余暇活動の拠点となる施設です。 

 宇田議員は、市の財政調整基金（何にでも

使える貯金＝5３億円）の一部を使って値上

げをせず、増税の影響から市民生活を守り、

市民の文化活動を支援することが自治体の責

務だと、使用料値上げに反対討論をおこない

ました。 

   これでいいのか「ひたちなか市議会」 
日本共産党以外の全議員が市民の声を拒否 

 
★最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める請願が不採択 
 不採択の理由は、県の最低賃金水準を２割以上引き上げるのは行き過ぎだと

のこと。山形議員は「全国の調査では時給1500円のレベルでないと普通の暮ら

しの水準に達しないとの結果も出ている。年収にすると288万円（ここから税

金等マイナス）。これはごく当たり前の最低賃金として保証されるべきである。

労働者の賃金が低ければ購買力は低下し地域経済は冷え込む。最低賃金は全国

一律で大幅引き上げが必要だ」と請願に賛成の討論をおこないました。 

★後期高齢者の医療費自己負担２割への引き上げに反対する請願が不採択 
 不採択の理由は、人口減少化のなかで勤労世帯との負担の公平化のためだと

している。しかし世代間の公平性で片付けられる問題ではない。高齢者の「い

のちと健康が脅かされる」問題であり、高齢者の生命・安心を支える上からも、

後期高齢者の医療費自己負担２割には反対だと、山形議員は請願に賛成の討論

をおこないました。 

請 願 議 案 


